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ネットワーク流通と著作権制度協議会 

会 則 

 

第１章 総 則 

 

第１条（名称） 

本協議会は、「ネットワーク流通と著作権制度協議会」と称する。 

第２条（事務局） 

本協議会の事務局は、東京都内に置く。 

 

第２章 目的及び活動 

 

第３条（目的） 

 著作権関連ビジネス、ネットワーク関連ビジネスと著作権法に関する有識者により、

コンテンツのネットワーク流通に対応した著作権制度の在り方を協議し、協議結果を提

言として公表することを目的とする。 

第４条（活動） 

本協議会は、前条の目的を達成するため、つぎの活動を行なう。 

(1) 全体協議会の開催及び協議結果に基づく提言の公表（パブリックコメントに応じ

た意見提出を含む） 

(2) 分科会の開催及び全体協議会への報告 

(3) 研究会および講演会の開催 

(4) 前各号に掲げるもののほか、理事会が適当と認めた事項 

２ 本協議会の活動期間は、設立から平成２３年３月末日までとする。活動期間は、総会

の決議により延長することができる。活動期間の満了をもって、本協議会は解散する。 

 
第３章 会 員 

 

第５条（会員の資格） 

弁護士、研究者並びに関係業界各人で、著作権関連ビジネス、ネットワーク関連ビ

ジネスまたは著作権制度に関して研究し、または特に関心を有し、本協議会の目的に

賛同する個人は本協議会会員となることができる。 

第６条（入会） 



会員になろうとする者は理事会に申し込み、その承認を受けなければならない。 

第７条（会費） 

会員は、理事会の定めるところに従い、会費を納めなければならない。 

２ 会費を滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。 

 

第４章 運営機関 

 

第８条（役員） 

本協議会に次の役員を置く。 

(1) 理 事 若干名 うち１名を会長とする。 

(2) 監 事 ２名 

第９条（理事および監事の選任） 

理事および監事は総会において選任する。 

２ 会長は、理事会において互選する。 

第１０条（任期） 

役員の任期は、活動期間の終了までとする。 

２ 活動期間が延長されるときは、役員は改選するものとする。役員は、再任されるこ

とができる。 

３ 補欠の理事および監事の任期は、前任者の残存期間とする。 

第１１条（会長・会長職務代行） 

会長は、本協議会の事務を総理し、本協議会を代表する。 

２ 理事会の議を経て予め会長が指名する他の理事は、会長の常務のうち会長が指定す

る事務を代行する（この理事を「会長職務代行」という）。 

３ 会長に故障がある場合には、会長職務代行がその職務を代行する。 

第１２条（理事） 

理事は、理事会を組織し、会務を執行する。 

第１３条（監事） 

監事は、本協議会の会計を監査する。 

２ 監事は理事会に出席することができる。 

第１４条（総会） 

会長は、必要があるときは、何時でも総会を招集することができる。 

２ 総会員の５分の１以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長

は総会を招集しなければならない。 



第１５条（議決権） 

総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決する。 

２ 総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任す

ることができる。 

第１６条（事務局） 

  会長は、理事会の議を経て事務局を定め、理事のうちから事務局担当１名を指名す

る。 

 

第５章 協議運営 

 
第１７条（全体協議会と分科会） 

 本協議会は、全体協議会と分科会を適宜開催する。 

２ 全体協議会は、第３条に定める提言を協議し決定し、分科会は、これに関連する事

項を検討する。協議、検討、決定、公表の方法は理事会の定める規則によるものとす

る。 

３ 全体協議会及び分科会は、ネットワーク通信による意見交換の方法により開催するこ

ともできるものとする。 

４ 全体協議会における提言、分科会における検討結果の採択は、出席者の過半数、また

はネットワーク通信による意見表明者の過半数をもって行うものとする。 

第１８条（顧問） 

本協議会には、協議に関する諮問のため、顧問数名を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の議決に基づき、会長がこれを委嘱する。 

 

第６章 規則 

 

第１９条（規則） 

理事会は、本会則を実施するために必要な規則を定めることができる。 

 

第７章 会則の変更 

 

第２０条（会則の変更） 

本会則を変更するには、総会における出席会員の３分の２以上の賛成を得なければ

ならない。 



ネットワーク流通と著作権制度協議会 

運営規則 

 

第１章 理事会 

 
第１条（招集） 

 会長は、必要があるときは、いつでも理事会を招集することができる。 

２ 理事が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は理事会を招集しなけ

ればならない。 

 
第２条（議決） 

 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、かつ出席理事の過半数をもって行う。 

 

第２章 分科会 

 

第３条（設置） 

分科会の設置と検討事項は理事会において定める。 

２ 分科会の委員は、会員が推薦する者の中から、理事会において選任する。 

 

第４条（運営） 
分科会の委員長は、分科会において互選する。 

２ 分科会は理事会により決定された検討事項を検討し、検討結果を理事会に報告する。 

 
第３章 分科会の検討結果の公表 

 
第５条（検討結果の公表） 

 理事会は、適当と認めるときは、分科会の検討結果を、協議会の分科会による検討結

果として、公表することができる。 

 
第４章 協議会の提言の公表 

 
第６条（提言の公表） 

 理事会は、分科会の検討結果に基づき、提言をまとめ、全体協議会の採択を得て、こ

れを公表することができる。 



平成２１年 1 月２１日 
 

ネットワーク流通と著作権制度協議会の活動内容 

 
１ 本日現在の会員数 
  １１８名 
 
２ 本日までの活動の概略 
  平成２０年１０月３０日     発起人会 

１１月２１日     設立総会 
１２月 ４日     第一回コンテンツの流通促進方策に関

する分科会 
１２月 ８日     第一回権利制限の一般規定に関する分

科会 
平成２１年 １月 ８日     第二回コンテンツの流通促進方策に関

する分科会 
      １月２３日     第二回権利制限の一般規定に関する分

科会（予定） 
      ２月 ２日     第三回コンテンツの流通促進方策に関

する分科会（予定） 
 

以上 
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